
第１０期井手町高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画策定支援業務仕様書 

 

１．委託業務番号及び名称  

  ８福委第２号 井手町地域福祉計画、障がい福祉計画・障がい児福祉計画、高齢者

保健福祉計画等策定支援業務 

 

のうち、第１０期井手町高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画策定支援業務 

 

２．業務の目的  

本業務は、高齢者の尊厳を守り、介護や支援が必要な状態となっても、住み慣れた

地域で安心して暮らし続けられるよう、医療、介護、予防、住まい、生活支援の各サ

ービスが切れ目なく提供できる地域包括ケアシステム実現のための町総合計画と整

合した「高齢者保健福祉計画」及び介護サービスごとの量の見込みや整備計画を定め

る「介護保険事業計画」を策定するものである。  

３．委託期間  

契約締結日から令和９年３月３０日まで 

４．受託者の義務  

受託者は作業を円滑に進めるために、委託者と密接に連絡を取り、その連絡事項を

記録し、協議の際、相互に確認するものとする。また、受託者は委託者から報告（業

務の進捗状況、疑義回答等）を要求されたときは、速やかに（概ね２営業日以内）報

告すること。 

５．委託業務内容  

（１）国や府の高齢者保健福祉制度や介護保険事業制度をめぐる制度改正の動向把握と

課題について、情報収集を行い整理すること。また、必要に応じて他市町村の情報

を収集すること。     

（２）アンケート調査 

 ア アンケート調査の種類及び対象者 

① 介護予防・日常生活圏域ニーズ調査（一般高齢者）８００人分（予定） 

② 在宅介護実態調査（在宅の要介護認定者（要介護１～５）４００人分（予定） 

   ②は在宅の認定者ほぼ全員を想定している。 

 イ 調査票の送付・回収 

（ア）封筒（Ａ４判）の作成・印刷 

（イ）調査協力依頼文書の作成・印刷 

（ウ）調査票・返信用封筒（Ａ４判）・調査協力依頼文書の封入・封緘 

（エ）調査票送付封筒への宛名シールの貼付（宛名シールについては町で作成） 

※アンケート発送、返送に係る郵送料は町が負担とする。 



※返送に係る料金受取人払いの申請は町が対応する。 

※在宅介護実態調査は調査票に付番を行い、回収後、介護認定システムとの情報

連携を行う。 

ウ 調査結果の集計・分析 

（ア）調査票の点検、整理、データ入力 

（イ）調査票の結果集計・分析（単純集計、サービス必要量算出等のためのクロス

集計） 

（ウ）地域包括ケア「見える化」システム登録のためのデータ抽出及び作成 

（３）現事業計画関連施策の運営分析、政策評価及び次期計画における施策提案  

① 第９期計画における目標数値の達成状況等の現状把握を行うとともに、直近の

現状に即した補正を適切に加えるため、介護予防・日常生活圏域ニーズ調査、在宅

介護実態調査の集計結果や国が定める指針等をふまえ、現行の介護保険及び高齢者

保健福祉施策の現状分析評価・第１０期策定に向けての課題の洗い出しを行うこと。  

②地域包括ケア「見える化」システム等を活用した他市比較とそれによる課題抽出

を行うこと。 

③ 第９期計画における保険給付等実績分析を行うこと。 

④ 介護予防・日常生活圏域ニーズ調査、在宅介護実態調査の結果から読み取れる

生活圏域の課題、ニーズ等や第９期計画期間中の施策の実績、課題をふまえた

上で、以下の点に加えて、計画策定の中で新たに町の施策として進めていく項

目においてそれぞれ施策の提案を行うこと。 

・ 地域包括ケアシステムの深化・推進 

・ 医療と介護の連携強化  

・ 介護サービスの充実強化  

・ 介護予防健康づくりの推進  

・ 多様な生活支援サービスの確保や権利擁護などの推進  

・ 高齢期になっても安心して住み続けられる住まいづくり  

・ 総合事業の推進 

・ 認知症施策の推進 

・ 人材確保及び介護現場の生産性の向上の推進 

（４）保険料額推計及び介護サービス等必要見込み量の算出  

① 地域包括ケア「見える化」システムを活用した総人口、高齢者・要介護者（要介

護度別）等の人口推計  

・ 国の基礎指標等により、将来人口の推計及び年齢階層別の要介護者数の推計を

行う。 

② 地域包括ケア「見える化」システムを活用した保険料額及び介護サービス見込

み量の算出（国、府等の基本指針に準拠した手法により、以下について必要なサー



ビス量の算出を行う） 

・ 地域密着型サービス以外の介護サービス及び予防サービスについては、市町村

全体の必要なサービス量を算出する。なお、本町における施設・居住系サービ

ス量の算出に関しては、これまでの介護保険制度の基本的考え方を前提に提案

することとする。 

・ 地域密着型サービスについては、町が定めた日常生活圏域のサービス量の算出

を行う。 

・ 地域支援事業の費用額及び、事業量の算出を行う。 

・ それぞれ算出したサービス量から保険料額の推計を行う。 

・ 総合事業については本町の地域支援事業交付金の上限額も踏まえてサービス量

の算出を行うこと。  

（５）パブリックコメント支援業務 

（６）法令改正による計画との整合性の確保 

   介護保険法等を中心に福祉関係法令と本計画内容の整合性を図ることを目的と

して、今後、福祉関連法令が改正される都度、その改正箇所が引用されている当町

の例規（条例・規則・要綱）の条項を指摘し、最終成果品として一覧にまとめるこ

と。改正された法令を新旧対象形式（横書き）で提示すること。 

   ※法令については官報を参照すること。 

   ※例規に関しては本町のホームページを参照すること。 

   ※施行規則等も含むものとする。 

   ※福祉関係法令すべてを対象とする。 

   改正法令引用例規一覧表の作成 

   改正法令引用例規一覧表 （１部） 

（７）井手町高齢者サービス総合調整推進会議及び指定する部会等会議への参画と運営

支援 

・ 会議への出席（井手町介護保険事業運営委員会は年３回程度開催予定。会議資

料作成 

・ 会議記録作成 

・ 他市町村町村（モデル事業の先進事例含む）の情報収集及び資料作成 

・ その他会議運営に必要な情報収集及び資料の作成等。 

・ 会議をオンライン（Zoom等）で行う場合は、その準備支援を行うこと。 

（８）事業計画書等の作成素案作成から最終案決定までの検討及び調整作業については、

本町担当課と協議しながら行う。  

（参考）計画策定に向けての検討体制 

井手町高齢者サービス総合調整推進会議 

◆委員構成  委員数１１名（予定）  



◆役  割  高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画の検討  

◆開催頻度  令和８年度３回程度開催予定 

（第９期事業計画策定時は全３回開催）  

６．スタッフ体制及び計画策定までのスケジュールの提示 

スタッフ体制は統括責任者、担当者計２人以上とすること。 

入札事業者決定後は、本町が別に定める提出期限までに、当該業務にかかる貴社ス

タッフの体制表（スタッフの簡単なプロフィー ルを含む）を提示・提出すること。 

また、計画策定までの実施概要及びスケジュール等を提出すること。 

７．事業計画書等の作成 

高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画の冊子・概要版 

計画書（Ａ４判・２００部・１００頁程度・本文１色刷・表紙厚紙１色刷） 

概要版（Ａ４判・２００部・８頁程度・１色刷） 

    納品時期 令和９年３月下旬 

８. 秘密の保持 

受託者は、本業務を遂行する上で知り得た情報について、細心の注意を払うものとし、

いかなる場合にも情報の漏洩をしてはならない。秘密保持義務は、本委託 

終了後も継続するものとする。 

９．その他 

・ 資料等作成及び提出資料等にかかる費用、調査員の交通費その他の経費は、第１

０期計画策定支援業務の委託料に含むこと。  

・ 第１０期事業計画書及び概要版（成果品）及び本作業集計結果等計画策定に関わ

るデータ一式は PDF ファイル及び加筆修正等が可能な電子データファイル（ワー

ド、エクセル等）を格納した CD-ROM で納品すること。 

・ 製作物（報告書他計画策定にかかる全てのデータ等）にかかる所有権、著作権は

井手町に帰属するものとする。 

・ 受注者は、委託業務の全部又は一部の処理を第三者に委託し、又は請け負わせて

はならない。ただし、あらかじめ発注者の書面による承諾を得た場合は この限り

でない。 

・ 上記業務においては、すべて成果品を確実に納めること。仕様書上の業務の不履

行、成果品の納品が認められない場合、指名停止等の措置を行うことがある。 

・ この仕様書に定めのない事項については、双方協議の上処理する。 

 

 

 


